
個人情報保護委員会（第３５回）議事概要 

 

１ 日時：平成２９年４月１０日（月）１４：３０～１６：００ 

２ 場所：個人情報保護委員会 委員会室 

３ 出席者：堀部委員長、阿部委員、嶋田委員、熊澤委員、丹野委員、 

手塚委員、大滝委員、宮井委員 

其田事務局長、福浦総務課長、山本参事官、坂巻参事官、 

小川参事官 

 

４ 議事の概要 

（１）議題１：厚生労働省（公的年金業務等に関する事務 全項目評価書）の 

概要説明について 

個人情報保護委員会議事運営規程第８条の規定に基づき、厚生労働省及

び日本年金機構（以下「機構」という。）の職員が会議に出席した。 

厚生労働省及び機構から、全項目評価書の概要について説明があった。 

嶋田委員から「個人番号の本格利用に伴い、電子媒体を使用して特定個人

情報を入手する場面が格段に増えると思われるが、情報漏えいが発生しな

いための措置を説明してほしい」という旨の発言があった。これに対し機構

から「事業主等に機構ホームページで公開しているプログラムを使用した

電子媒体内の情報のパスワード設定、暗号化を推奨している。また、入手の

際にウイルスチェックを実施し、管理簿に記録の上、施錠可能な保管庫で管

理する」という旨の説明があった。 

手塚委員から「権限のない者が、特定個人情報を保有するシステムを不正

に使用しないための措置について説明してほしい。また、職員が異動・退職

した場合の措置について説明してほしい」という旨の発言があった。これに

対し機構から「システム利用の際には、ＩＤ、パスワードによる認証ととも

に、生体認証を導入しており、権限のない者の利用を防止している。また、

特定個人情報を取り扱う職員は、事務ごとに必要最小限の範囲で指定して

いる。さらに、職員が異動した場合、業務に応じた権限への変更を管理者が

行い、月次の点検の際にも確認を行う」という旨の説明があった。 

丹野委員から「届け書入力事務の委託先の監督手法について説明してほ

しい。また、委託契約を各拠点で締結するのか説明してほしい」という旨の

発言があった。これに対し機構から「委託先には個人情報の保護に必要な体

制整備を求め、特定個人情報へのアクセス権限付与を必要最小限としてい

る。また、委託業務以外の作業を実施していないか確認を行わせ、必要に応

じて状況を報告させている。なお、委託契約は機構本部で一括して締結して

いる」という旨の説明があった。 

宮井委員から「特定個人情報の利用記録の確認方法について説明してほ



しい。また、重要なリスク対策である、自己点検と監査、従業員に対する教

育・啓発について説明してほしい」という旨の発言があった。これに対し機

構から「職員による不正利用防止の観点から、管理者が利用記録と処理票等

を照合し、業務目的外の情報の閲覧を行っていないか確認する。また、シス

テムに関する監査に加え、各拠点における電子媒体等の管理について監査

部の職員が監査を行う」という旨の説明があった。 

堀部委員長から「評価書に記載のとおり、確実に実行していただくととも

に、実務に即した教育を実施していただきたい」という旨の発言があった。 

本評価書について、審査の手続を進めていくこととなった。 

 

（２）議題２：国税関係（賦課・徴収）事務 全項目評価書について 

事務局から、特定個人情報保護評価指針に定める「審査の観点」及び「審

査の観点における主な考慮事項」に基づき、国税関係（賦課・徴収）事務に

関する全項目評価書の特定個人情報保護評価指針への適合性及び妥当性に

ついて、審査した結果に関する説明を行った。 

本評価書について承認され、国税庁に対し、評価書が承認された旨及び承

認後に評価書に記載すべき委員会の審査結果等について通知することとな 

った。 

 

（３）議題３：「認定個人情報保護団体の認定等に関する指針（案）」に関する

意見募集の結果について 

事務局から、資料に基づき説明を行った。 

大滝委員から「意見募集の結果をみても、本指針の内容については妥当と

考える。認定個人情報保護団体については、個人情報保護指針に基づく対象

事業者の指導や対象事業者において個人データの漏えい事案等が発生した

場合の対応において重要な役割を果たすこととなる。既存団体についても

レベルアップを図っていく必要がある」という旨の発言があった。 

堀部委員長から「今後、認定個人情報保護団体の活動の活性化を図るべく

当委員会としても努力していきたい」という旨の発言があった。 

原案のとおり了承され、官報公示等の手続を進めることとなった。 

 

（４）議題４：個人情報保護法等改正に伴う所管法令の改正について 

事務局から、資料に基づき説明を行った。 

原案のとおり了承され、官報公示等の手続を進めることとなった。 

 

（５）議題５：その他 

   事務局から、日本私立学校振興・共済事業団における公的年金業務等に関

する事務全項目評価書の公表について報告を行った。 



以上 


